

泉大津市自転車等駐車場指定管理者募集要項
泉大津市内の泉大津駅第一自転車等駐車場ほか4箇所の自転車等駐車場（以下「駐車場」という。）の管理運営及び自転車等放置禁止区域内における放置自転車対策業務等を別途委託し、駅周辺の放置自転車対策を総合的かつ一体的に実施するため指定管理者を次のとおり募集する。

指定管理業務の概要
業務の目的
本市では、平成27年3月に泉大津駅周辺を全面、自転車等放置禁止区域とする等、市内3駅周辺における放置自転車の解消に向けた取組を行っており、その一環として、南海本線の高架化に伴い高架下スペース等の5箇所に駐車場を整備している。駐車場の管理運営にあたっては、5箇所の駐車場を一体的に取り扱うものとし、利用者に質の高いサービスを提供するとともに、放置自転車への巡回・指導啓発・誘導・整理、放置自転車撤去・運搬業務及び保管・返還業務等をあわせて実施することにより、総合的な放置自転車対策を効果的かつ効率的に行うことを目的とする。

施設の概要
指定管理業務の対象となる施設は次のとおりである。なお、各施設の詳細は、「自転車等駐車場施設の概要」（参考資料2）を参照すること。
また、施設の面積や、自転車とバイクの割合、定期利用と一時利用の割合、収容台数等を変更する場合がある。その際、指定管理者の応募にあたって提出される事業計画書、人員配置計画書、収支計画書等（以下、「事業計画書等」という。）との相違については、市と指定管理者との間で協議する。

	名称
	泉大津駅第一
自転車等駐車場
	泉大津駅第二
自転車等駐車場

	所在地
	泉大津市旭町
	泉大津市旭町

	施設構造
	鉄骨造1階建2層
	平面

	台数
	自転車430台 ※1
	自転車415台 ※2

	
	―
	原付・バイク18台

	
	合計430台
	合計433台

	敷地面積
	500㎡
	867㎡

	床面積
	約1,000㎡
	約867㎡

	供用開始日
	平成29年3月1日
	平成28年10月1日




	名称
	松ノ浜駅
自転車等駐車場
	松ノ浜駅前第一
自転車等駐車場 
	松ノ浜駅前第二
自転車等駐車場 

	所在地
	泉大津市二田町一丁目
	泉大津市二田町一丁目
	泉大津市二田町一丁目

	施設構造
	平面
	平面自転車等駐輪機器
	平面自転車等駐輪機器

	管理台数
	自転車320台 ※3
	自転車95台
	自転車29台

	
	原付・バイク15台
	―
	原付・バイク5台

	
	合計335台
	合計95台
	合計34台

	敷地面積
	540㎡
	79.4㎡
	57.4㎡

	床面積
	同上
	同上
	同上

	供用開始日
	平成28年10月1日
	平成28年10月1日
	平成28年10月1日


※１　高齢者専用のシルバーゾーン（駐輪ラック等を整備しない区域）として20台相当分を確保し、要配慮者を対象とする思いやりエリアとして8台相当分を確保する。
※２　高齢者専用のシルバーゾーンとして18台相当分を確保し、要配慮者を対象とする思いやりエリアとして10台相当分を確保する。
※３　高齢者専用のシルバーゾーンとして13台相当分を確保し、要配慮者を対象とする思いやりエリアとして9台相当分を確保する。

指定管理者が行う業務
①　駐車場の利用許可及び取消しに関すること
②　駐車場の利用手続き及び利用料金の徴収に関すること
③　駐車場の施設及び設備の維持管理・運営に関すること
④　放置自転車対策業務
自転車等放置禁止区域の巡回・指導啓発・誘導・整理
放置自転車の撤去・運搬、保管・管理、撤去自転車等の返還及びそれに伴う撤去移動手数料の徴収
放置自転車等の整理台帳の作成
※放置自転車対策業務は別途、業務の委託契約を締結し、指定管理業務と併せて行うこととなるため、指定管理者の応募者は放置自転車対策業務の受託を申し出たものとみなす。また、この業務は仕様書に基づいて提案し、提案内容に応じた金額内訳書（任意様式）を作成し提出すること。
⑤　業務の実施状況等の報告
⑥　その他管理上必要となる事務

指定期間
令和8年10月1日から令和13年9月30日まで（5年間）

指定管理者の応募

応募資格
欠格事項
指定管理者の応募者は、応募書類提出時点において次の各号のいずれにも該当しない法人その他の団体（以下、「応募団体」と言う。）とする。

①　地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により、本市が一般競争入札に参加させないこととしている団体
②　本市における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた団体又は公正な価格の成立を妨害し、若しくは不正の利益を得るために連合した団体
③　泉大津市で、入札参加停止又は入札参加回避の措置を受けている団体
④　会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続をしている団体
⑤　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77条）第2条第2項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う団体（以下「暴力団等」という。）
⑥　国税及び地方税を滞納している団体
⑦　次の各号に該当する者が役員となっている団体
ア　破産者で復権を得ない者
イ　法律行為を行う能力を有しない者
ウ　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けること  がなくなるまでの者
エ　本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
オ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
カ　暴力団等の構成員

資格事項
応募団体は応募書類提出時点において、令和3年4月1日以降に1年以上継続して自転車及び原付自転車を対象とする駐車場の管理及び運営を行ったことのあるものとする。

失格事項
次の各号のいずれかに該当する場合は、失格として選定の対象から除外する。
①　応募書類に明らかな虚偽の記載があった場合
②　応募に際して不正行為があった場合
③　提出期限までに必要な書類を提出できなかった場合
④　応募資格に反することが認められた場合
⑤　泉大津市自転車等駐車場指定管理者選定委員会（以下、「選定委員会」と言う。）の委員、本市職員その他本件指定管理者の募集関係者に対して、本件募集について自己の有利になる目的のために接触等の働きかけをした事実が認められた場合

参加機会に関する条件
本募集に対する応募は、1応募団体あたり1件のみとし、本件に関し2件以上の応募を行った場合は失格とする。

応募・指定に係るスケジュール

	日程
	工程

	令和8年
	2月2日（月）～3月 2日（月）
	応募書類の受付期間

	
	2月2日（月）～2月16日（月）
	質問の受付

	
	2月24日（火）（予定）
	質問に対する回答

	
	3月16日（月）（予定）
	資格審査結果及び本審査通知

	
	3月24日（火）（予定）
	プレゼンテーション及びヒアリング

	
	3月30日（月）（予定）
	選考結果の通知

	
	6月上旬頃
	指定管理者の指定議案の上程

	
	6月下旬頃　
	指定管理者の決定告示

	
	7月上旬頃
	協定の締結協議

	
	10月1日（木）
	指定管理業務の開始


応募の手続き
募集要項等の配布
指定管理者の募集にあたって必要事項を定めた募集要項、仕様書、参考資料等（以下、「募集要項等」という。）を次のとおり配布する。
配布窓口
「Ⅶ．問い合わせ先」を参照。
なお、泉大津市のホームページからもダウンロードができる。
ＵＲＬ：http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/doboku/osirase/index.htm
 
窓口配布期間
令和8年2月2日（月）～3月2日（月）午前9時から午後5時まで
（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）
配布物
ア　泉大津市自転車等駐車場　指定管理者募集要項
イ　泉大津市自転車等駐車場　指定管理業務仕様書
ウ　泉大津市自転車等駐車場　指定管理様式集
	（ア）
	質問書（様式1）

	（イ）
	指定管理者指定応募書（様式2）

	（ウ）
	応募団体概要書（様式3）

	（エ）
	役員等氏名一覧（様式4）

	（オ）
	過去の同種業務の実績（様式5）

	（カ）
	誓約書（様式6）

	（キ）
	事業計画書（様式7）

	（ク）
	人員配置計画書（様式8）

	（ケ）
	収支計画書（様式9）

	（コ）
	辞退届（様式10）


エ　参考資料
	（ア）
	自転車等駐車場位置図（参考資料1）

	（イ）
	自転車等駐車場施設の概要（参考資料2）

	（ウ）
	各自転車等駐車場管理台数及び一時利用・定期利用内訳（参考資料3）

	（エ）
	自転車等駐車場設計図（平面図、立面図、断面図）（参考資料4）

	（オ）
	自転車等駐車場設備一覧（参考資料5）

	（カ）
	自転車等駐車場備品一覧（参考資料6）

	（キ）
	泉大津市自転車等駐車場条例（参考資料7）



質問の受付
本業務に係る質問は、電子メールにより受け付ける。なお、電話、来訪等の個別の質問には対応しない。
受付期間
令和8年2月2日（月）～16日（月）午前9時から午後5時まで
記載事項
「質問書」（様式1）に団体の名称、担当者氏名、電話番号等を記載し、質問事項を簡潔にまとめて記述すること。
提出方法
必要事項を記載した「質問書」（様式1）を、電子メールに添付の上、「Ⅶ．問い合わせ先」に送付すること。
留意事項
電子メールの件名には「泉大津市自転車等駐車場指定管理者募集に係る質問」と記載すること。
募集要項等、本指定管理者の募集に関すること以外の質問及び意見については回答しない。

回答について
質問の内容及び回答は、質問者名等を伏せた上で、ホームページ上で公表する。
ＵＲＬ：http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/tosiseisakubu/doboku/osirase/index.html

応募書類の提出
本指定管理者の応募を行う応募団体は、必要な書類を次のとおり提出すること。
提出期間
令和8年2月2日（月）～3月2日（月）午前9時から午後5時まで
（ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く）
提出場所
「Ⅶ．問い合わせ先」に同じ。
提出方法
郵送又は持参により提出すること。郵送の場合は、令和8年3月2日までの消印があるものを有効とする。ただし可能な限り提出期限までに到着するよう提出すること。なお、辞退届も同様の日付までとする。

提出書類等
応募に必要な書類
本指定管理者の応募をしようとする応募団体は、以下の書類を正本１部、副本8部（複写可）の計9部をフラットファイルに綴り提出すること。なお、本市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求める場合がある。
また、電子データ（ＣＤ－Ｒ）も提出すること。

①　指定管理者指定応募書（様式2）
②　応募団体概要書（様式3）
③　役員等氏名一覧（様式4）
④　過去の同種業務の実績（様式5）
⑤　誓約書（様式6）
⑥　事業計画書（様式7）
⑦　人員配置計画書（様式8）
⑧　収支計画書（様式9）
⑨　定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類（以下、様式任意）
⑩　法人の登記簿謄本又は登記事項証明書及び印鑑証明書
⑪　法人税、消費税、地方消費税及び都道府県・市町村民税の各納税証明書（過去3か年）
⑫　社会保険料の納付を証明する書類（過去3か年）
⑬　貸借対照表（過去3か年）
⑭　損益計算書（過去3か年）
⑮　応募団体の経理実績に関する書類（過去3か年の収支決算書）
※法人の場合は①から⑮を、その他の団体は①から⑨まで及び⑮の書類を提出すること。
※各様式の中で添付を求める資料があることに注意して、確実に提出すること。
※⑩及び⑪については、提出日において発行日から3箇月以内のものとすること。
※過去2箇年以内に、新たに立ち上げた応募団体については、立ち上げた年度以降のものを提出すること。

応募にあたっての留意事項
①　応募書類等の著作権は応募団体に帰属するが、本市が選考結果の公表等で必要であると認める場合には、応募書類等の内容を無償で使用できる。
②　応募に要する経費については、応募者の負担とする。
③　原則として、応募書類の修正は認めない。
④　応募書類は、上記の応募に必要な書類が提出されたことをもって選考の対象とする。所定の様式以外の記載内容の不備や落丁等については、原則としてそのまま審査するため、十分に注意すること。
⑤　提出された応募書類（ＣＤ－Ｒ等の記録媒体を含む）は、理由の如何にかかわらず返却しない。
⑥　応募書類は、泉大津市情報公開条例（平成10年泉大津市条例第10号）に基づく開示請求対象の公文書となる。
⑦　応募書類提出後に応募を辞退する場合は、辞退届（洋式10）を応募締切日までに提出すること。

指定管理候補者の選定
選定の方法
応募団体について資格審査を行い、そのうち応募資格を満たす団体（以下「応募団体」という。）の中から、事業計画書等への評価点の合計が最も高い申請団体を指定管理候補者（以下、「指定管理候補者」と言う。）として選定する。選定にあたっては、提出された事業計画書等並びに応募団体によるプレンゼンテーション及びヒアリングに基づき評価を行う。応募団体が1者である場合もプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
なお、指定管理候補者として選定する申請団体の最低基準点を次のとおり設定する。したがって、応募団体が1者である場合又は応募団体の中で最高得点の団体である場合であっても、選定委員会の評価点が最低基準点に満たないときには、指定管理候補者として選定されない場合がある。

	最低基準点：選定委員会での評価点が、150点満点中の100点以上



資格審査
本要項の応募資格をすべて満たすことが確認された場合に限り、本審査の対象とする。申請団体は、本審査におけるプレゼンテーション及びヒアリングの日時・場所等について通知を行う。
また、応募資格を満たさず、本審査の対象とならなかった応募団体に対しては、その旨の通知を行う。

本審査
方法
選定委員会において、応募書類の書類審査並びにプレゼンテーション及びヒアリングによる審査を行い、最も優れていると認める申請団体を指定管理者に選定する。プレゼンテーション及びヒアリングは、応募書類に基づいて行うこととする。
プレゼンテーションの日時・場所については、応募団体に通知する。
選定結果の通知
選定結果の通知については、全ての応募団体に書面により通知する。
また、指定管理候補者に、協定締結に関する手続きについても、併せて通知する。

応募団体名等の公表
公表される情報
応募団体は、選定されなかった団体も含め、①応募団体名、②選定順位、③総合評価点を公表する。

公表の時期
市議会における指定管理者の指定の議案の議決後に公表する。

評価基準
指定管理者の評価基準は、次のとおりとする。応募団体のうち、評価点が最も高い団体を指定管理候補者として選定する。


	番号
	評価項目及び評価の視点
	配点

	１．事業実施に係る提案に対する評価項目
	80点

	１
	本業務に対する基本方針の妥当性
· 本業務の目的や、市の意図を理解しているか。
· 事業期間を通して安定的に利用者の満足度の高いサービスが提供されることが期待できる方針となっているか。
	10点

	２
	業務実施体制
· 業務が十分円滑に遂行される体制となっているか。
· 障がい者や高齢者等の就職困難者の雇用について、職員への配慮がなされているか。
· 指導・育成体制は適正か。
	10点

	３
	業務継続性の確保
· 業務の継続性に係るリスクを想定し、対策を講じられているか。
	10点

	４
	個人情報の適切な管理
· 個人に関する情報の適切な取扱いは確保されているか。
	5点

	５
	同種類似業務の実績
· 業務の経験が豊富で、本業務を担うことが可能であるか。
	5点

	６
	管理経費の縮減・費用見積の妥当性及び財務基盤の安定性
· 費用縮減に向けた考え方、方法が具体的で実現可能なものであるか。
· 業務に係る費用の見積は妥当性が高いか。
· 団体等の財務基盤は安定しているか。
	10点

	[bookmark: _Hlk55484761]７
	納付金の額
· ①30×（600／提案金額（万円））
②30／（600／提案金額（万円））
※提案金額が600万円以上の場合①、600万円未満の場合②により計算を行い、小数点第1位で四捨五入を行う。なお納付金額については、毎年度の金額である。
	30点

	２．自転車等駐車場の管理運営に係る提案に対する評価項目
	30点

	８
	利用者への提供サービス
· 必要な管理台数が確保されており、実現可能な計画となっているか。
· 利用者本位の柔軟なサービスが提供されるか。
· 市民等の平等利用確保への配慮がされているか。
· 管理者にとって効果的かつ効率的な管理を実施できるか。
· 利用者の平等性確保、満足度が得られるサービス提供が提案されているか。
· 利用者の意見の把握・反映の考え方が妥当か。
· 利用者への情報発信、わかりやすさへの配慮がされているか。
	15点

	９
	施設・設備の維持管理
· 施設や備品が清潔で利用しやすい状態に保たれることが期待できるか。
· 施設・備品の修繕・物品の購入は積極的に実施する計画となっているか。
	15点

	３．放置自転車対策に係る提案に対する評価項目
	15点

	10
	放置自転車対策への対応
· 放置自転車対策の内容は、市が求める内容が効果的かつ効率的に実施されることが期待できるか。
· 放置自転車の解消に向けた効果的な工夫が提案されているか。
· 指定管理業務との関連性、連携の考え方が効果的かつ妥当性があるか。
· 放置自転車対策業務に係る提案金額は、提案内容に対して妥当な水準のものであるか。
	15点

	４．利用者の安全確保・危機管理に係る提案に対する評価項目
	20点

	11
	利用者の安全性の確保
· 利用者の安全確保に配慮されているか。
· 夜間等の防犯対策は十分に行われるか。
· 事故・事件等の発生への対応は十分に考えられており、備えられているか。
· 緊急時には、発生・発覚後すぐに関係者に情報が周知され、迅速な対応がなされる体制が整っているか。
	5点

	12
	トラブルへの対応
· 利用者等からのトラブル対応について、指定管理者で解決するための具体的な対応策が計画されているか。
	15点

	５．その他
	5点

	13
	その他具体的な提案
· その他、本業務に係る民間ノウハウを活かした、利用者の利便性向上等に資する具体的な提案があるか。
	5点

	合計
	150点





指定管理者の指定
指定管理者の指定の手続き
地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第6項の規定に基づき、指定管理候補者を指定管理者として指定する議案を泉大津市議会に提出し、議決された場合に指定管理者として泉大津市長が指定する。
泉大津市議会への提出は令和8年第2回定例会（令和8年6月予定）を予定している。なお、議会の議決を経たうえで指定管理者として決定することになることに留意すること。指定管理候補者が本件に関して支出した費用は指定管理候補者の負担とする。

協定の締結
指定管理者は、本市と協議の上、基本協定を締結する。
なお、協定書の解釈についての疑義及び定めのない事項が生じた場合は、泉大津市と指定管理者は誠意をもって協議するものとする。
泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第2項に規定する協定で定める事項は、次に掲げるとおり

基本協定書
①　指定期間に関する事項
②　事業計画に関する事項
③　利用料又は利用料金に関する事項
④　事業報告及び業務報告に関する事項
⑤　納付金に関する事項
⑥　指定の取消し及び業務の停止に関する事項
⑦　管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
⑧　前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために市長が必要と認める事項
年度協定
①　年度協定の目的に関する事項
②　当該年度の業務内容等に関する事項
③　当該年度の納付金に関する事項
④　その他、市が必要と認める事項

指定管理者の指定の取り消し及び業務の停止
地方自治法第244条の2第11項による指定管理者の取消し等の事由としては、次のような場合がある。

①　地方自治法第244条の2第10項の規定による報告の要求又は調査に対して、これに応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を妨げたとき
②　地方自治法第244条の2第10項の規定による指示に故意に従わないとき
③　泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第8条第1項に規定する事項に従わないとき
④　市の指示に対する是正が十分でないとき
⑤　泉大津市自転車等の放置防止に関する条例（昭和63年泉大津市条例第17号）、泉大津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（平成元年年泉大津市規則第2号）又は協定に定める規定に違反したとき
⑥　応募の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき
⑦　経営状況の悪化等により管理業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき
⑧　欠格事項に該当したとき
⑨　組織的な非違行為を行っていた場合等、管理業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき
⑩　団体の法人格等に変更が生じたとき
⑪　管理業務が行われないとき
⑫　指定管理者から解除の申出があったとき
⑬　その他、市が必要と認めるとき

指定管理の条件
管理の基準
休場日
駐車場は無休とし、利用時間は終日とする。
指定管理者が市長の承認を得て臨時に定める日
※利用者は、休場日でも自転車等の出し入れが可能であること

有人管理時間
指定管理者の提案による。
※利用者は、有人管理時間以外でも自転車等の出し入れが可能であること

施設利用の許可
指定管理者が駐車場の利用を許可する。

業務の一括委託の禁止
指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託できない。業務の効率性等を考慮し、業務の一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ市の承諾を受ける必要がある。

遵守すべき法令等
本指定管理業務を実施するにあたって、次の法令等を遵守すること。なお、本指定期間中に法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。
①　地方自治法（昭和22年法律第67号）
②　泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年泉大津市条例第8号）
③　泉大津市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成17年泉大津市規則第16号）
④　自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号）
⑤　泉大津市自転車等駐車場条例（平成28年泉大津市条例第4号）
⑥　泉大津市自転車等駐車場条例施行規則（平成28年泉大津市規則第25号）
⑦　泉大津市自転車等の放置防止に関する条例（昭和63年泉大津市条例第17号）
⑧　泉大津市自転車等の放置防止に関する条例施行規則（平成元年泉大津市規則第2号）
⑨　泉大津市個人情報保護条例（平成10年泉大津市条例第11号）
⑩　泉大津市情報公開条例（平成10年泉大津市条例第10号）
⑪　泉大津市行政手続条例（平成10年泉大津市条例第12号）
⑫　その他関連法令等

個人情報の保護
指定管理者は、泉大津市個人情報保護条例の趣旨に則り、指定管理業務における個人に関する情報の取扱いの基本的事項について、個人情報保護規程を定めること。
なお、個人情報の取扱いにあたっては、情報の適切な管理に努め、漏えい、滅失及び毀損の防止、その他個人情報を保護するために必要な措置を講ずること。

情報公開
指定管理者は、指定管理者が業務に関し作成及び取得した文書等については、適正な情報公開を行うこと。

行政手続
指定管理者は、駐車場運営に係る処分権限を有する主体として位置付けられ、市の行政手続条例が適用される。
公正の確保と透明性の向上を図るため、施設利用の応募に対する許可の審査基準、許可の取消しの不利益処分の基準（処分基準）を明らかにするとともに、作成された審査基準等については、各施設において公表すること。

文書管理
指定管理者は、指定管理者が業務に関し作成及び取得した文書等については、文書管理規程を作成し、適正に管理すること。

守秘義務
指定管理者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己利益のために使用したりしてはならない。このことは、指定管理期間が終了した後も同様とする。

災害対応等
指定管理者は、災害等発生時に備え対応マニュアルを作成し、業務従事者に対して訓練や研修を実施すること。
また、市が当該管理施設を災害等の対策に使用することを決定した場合は、市の指示に従って災害対策に関する業務に協力すること。

利用料金制度
　地方自治法第244条の2第8項および第9項並びに泉大津市自転車等駐車場条例第18条第1項の規定により利用料金制度を適用し、自主事業収入と併せ、利用料金を指定管理者の収入とし、利用料金収入により施設の管理運営を行うものとする。
なお、指定管理者は、条例で定める利用料金の範囲内で、市長の承認を得て、利用料金の設定を行うことができる。
また、条例には、減免と還付規定を設けており、市の減免と還付規定に準じた取り扱いを行うこと。
なお、減免と還付相当額の補てんはしない。

納付金制度
　　　指定管理者による積極的かつ責任ある業務執行を期待するため、市に年度毎に「納付金（基本納付金＋変動納付金）」の提案をすること。
（1） 納付金の計算（基本納付金＋変動納付金）
納付金の計算は、下記のとおりとする。

基本納付金は、指定管理者の提案によるものとし、変動納付金を加算して年度毎に納付可能な納付金を提案することを求める。
なお、変動納付金の算出に係る納付率は、50％以上とすること。
変動納付金＝（利用料金等収入見込額－管理経費見込額－基本納付金）×納付率

（2） 納付金の提案は、「様式9　収支計画書」において年度毎に提案すること。
なお、指定管理者側の運営に起因する収入減や経費増大による納付金の減額は行わない。
（3） 納付金の納付方法については、基本協定書で定め、納付金を市に納付すること。

施設の修繕に係る費用
指定管理者は、年間100万円の修繕予算を収支計画書に計上し、 指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由による施設・設備・備品等の損傷、及びそれ以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できない修繕は、100万円（消費税及び地方消費税を含む。）の修繕予算内で積極的な修繕を行うこと。
また、修繕にあたっては、文書による事前承認及び完了報告の手続きを行うこと。
[bookmark: _Hlk55562679]なお、修繕費は、年度毎の清算とする。予算を超過した場合は市が費用負担し、清算残金があるときは、市が指定する日までに当該残金を納付すること。

物品の帰属
駐車場の管理運営に必要な物品のうち、「自転車等駐車場備品一覧表」（参考資料6）に示す物品を、無償で指定管理者に貸与する。
なお、施設において使用する物品の一件当たり50万円以下の交換（購入）及び修繕は、指定管理者が行うこととし、物品を交換（購入）又は修繕した後の所有権は市に帰属する。
また、指定管理者が駐車場の効率的な管理運営のために自ら導入する駐輪設備については、指定管理期間終了時における取扱を別途協議するものとする。


市と指定管理者の責任分担

	種 類
	内 容
	市
	応募団体・指定管理者
	備 考

	応募
	応募（応募）に関して必要となる費用負担
	
	○
	

	協定締結に至らなかった場合
	応募に関して負担した費用及び生じた損害
	
	○
	

	
	管理運営の準備のために負担した費用及び生じた損害
	
	○
	

	不履行
	市による協定内容の不履行
	○
	
	

	
	指定管理者による業務及び協定内容の不履行
	
	　　○
	

	経費の増大・増加
	指定管理者側の要因による運営費用の増大
	
	○
	

	
	市側の要因による運営費用の増大
	○
	
	

	
	施設の管理運営に関する法令等の変更による経費の増加
	○
	
	

	
	人件費、物件費等の物価及び金利の変動に伴う経費の増加
	
	　　○
	

	作成書類の誤り
	市の書類（仕様書等）の誤りによるもの
	○
	
	

	
	指定管理者が応募した内容（事業計画書等）の誤りによるもの
	
	　　○
	

	利用者・住民対応
	指定管理業務に関する苦情等
	
	○
	

	情報の安全管理
	市の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩等
	○
	
	

	
	指定管理者の責めに帰すべき事由による個人情報の漏洩等
	
	　　○
	

	要求水準の未達成
	協定等により定めた管理運営の要求水準が不適合な場合の対策経費の増加
	
	　　○
	

	需要の変動
	需要変動による経費増加
	
	○
	

	施設・設備の修繕等
	建築物の改築、改造、新設、増設等 
	○
	
	

	
	自動券売機、電磁ゲートシステム、ラック式駐輪システム等の事業者が設置した設備の修理・交換
	
	　　○
	

	
	指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由による施設・設備・備品等の損傷
	
	　　○
	

	
	上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できない修繕で年間100万円を超える修繕
	○
	
	

	
	上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できない修繕で年間100万円以下の修繕
	
	　　○
	

	
	相手方は特定できるが相手方に支払能力がない場合の修繕
	△
	△
	協議

	施設・設備の保守・運営等
	市の理由による業務内容、用途変更による保守点検費用の増大
	○
	
	

	
	指定管理者の責めによる保守点検費用の増大
	
	　　○
	

	
	保守点検の不備による機器等の不調、器具の破損
	
	　　○
	

	
	指定管理者の責めによる施設維持管理上の事故、怪我の発生等
	
	　　○
	

	
	収納した利用料金の盗難・紛失
	
	○
	

	
	従事者による整理の際の自転車等の損傷
	
	○
	

	物品
	１件あたり50万円を超える新規購入・更新・修繕
	○
	
	

	
	１件あたり50万円以下の新規購入・更新・修繕
	
	　　○
	

	事故等に伴う損害賠償
	施設管理上の瑕疵による事故又は指定管理者の責めに帰すべき行為により利用者に損害を与えた場合又は臨時休業に伴う損害
	
	　　○
	

	
	施設の管理上において周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合（騒音、振動、悪臭の発生等）
	
	　　○
	

	
	市側の要因により、施設の管理運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担
	○
	
	

	
	上記以外の場合
	△
	△
	協議

	業務終了時の経費
	指定期間の満了又は指定期間途中における指定取り消しに伴う撤収費用
	
	　　○
	

	不可抗力
	自然災害（地震、台風等）、暴動等による業務の休止、変更、延期又は臨時休業
	△
	△
	協議


※上記以外のことで疑義が生じたときは、双方協議の上、定める。


業務継続が困難になった場合の措置
指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、速やかに市に報告すること。その場合の措置については、次のとおりとする。

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合
指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合又はその恐れが生じた場合には、市は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができる。この場合、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合、市は指定管理者の取り消し又は業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる。
上記により指定管理者の指定が取り消され又は業務の全部若しくは一部が停止された場合、指定管理者は、市にそのことにより生じた損害を賠償すること。

指定管理者の責めに帰すことができない事由による場合
不可抗力その他市又は指定管理者の責めに帰すことができない事由により業務の継続が困難になった場合、市と指定管理者は、業務の継続の可否等について協議する。その結果、継続が困難と判断した場合、市は指定管理者の取り消し又は業務の全部もしくは一部の停止を命じることができる。
上記により指定管理者の指定が取り消され又は業務の全部若しくは一部が停止された場合、かかる費用及び損害の負担については双方協議する。

その他
業務を実施するにあたっての留意点
業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。
①　関連法令等の規定に基づいた運営を行うこと。
②　公の施設であることを念頭において、公平な運営を行うこと。
③　指定管理者として主体的に業務に取り組むとともに、市と連携を図った運営を行うこと。
④　指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程等を作成する場合は、市と協議すること。
⑤　指定管理者は会計専用の口座を設けて、経費及び収入を適正に管理すること。
⑥　募集要項、仕様書及び協定に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について、定めのない事項又は疑義が生じた場合については市と協議すること。
⑦　市は、必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の検査を行い必要な指示を行うことができる。
⑧　市が必要に応じて行う施設のモニタリングにより指示・指導する施設の修繕等について、原則として１か月以内に対応すること。また、対応が遅れる場合は書面で理由を報告すること。

２　放置自転車対策業務及び撤去移動手数料徴収業務の受託について
指定管理者は、各駐車場の指定管理業務とあわせて、放置禁止区域での巡回・指導啓発・誘導・整理、放置自転車の撤去・運搬業務及び保管・返還業務等、放置自転車対策業務を別途、委託契約を締結し、業務を実施することとなるため、本指定管理者への応募者は、それらの業務受託を申し出たものとみなす。

３　事業の引き継ぎ
指定管理者となる団体は、市と協議を行い、順次引継ぎ準備を行うこと。これに要する費用は、指定管理者となる団体の負担とする。引継ぎ準備期間中に職員の採用、施設管理業務やサービスに関する研修等を行い、スムーズな移管ができるようにすること。
また、指定期間終了若しくは指定取消しにより、次期指定管理者に業務を引継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに必要なデータを提供すること。

問い合わせ先
泉大津市役所都市政策部土木課　交通対策係
〒595-8686　泉大津市東雲町9番12号
電話：0725-33-1131（内線2251・2239）
ファックス：0725-22-6040
電子メールアドレス：doboku@city.izumiotsu.osaka.jp


20
